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（吸収分割会社） 

東日本旅客鉄道株式会社 

東京都渋谷区代々木二丁目 2番 2号 

代表取締役社長 喜㔟 陽一 

 

（吸収分割承継会社） 

東京都新宿区新宿四丁目 1番 6号 

JR東日本不動産株式会社 

代表取締役社長 田﨑 政史 

 

 

東日本旅客鉄道株式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）は、JR東日本不動産株

式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）との間で 2025年 12月 2日付で吸収分

割契約（以下「原契約」といいます。）を締結し、2026年４月１日を効力発生日として、

吸収分割会社の不動産の流動化及び流動化により獲得する資金の再投資(回転)を目的とし

た社有地の開発・分譲等事業 (以下「本事業」といいます。)に関する資産、債務、契約

その他の権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸収分割（以下「本件分割」といいま

す。）を行うことについて、2025年 12月 16日付で「会社法第 782 条第 1項及び同法第

794 条第 1項に定める事前備置書類」（以下「本事前開示書面」といいます。）を備置して

おります。 

今般、2026年２月 10日に本事業における承継の対象となる不動産の変更に係る吸収分

割契約変更契約書（以下「変更契約書」といいます。）を締結したことに伴い、本事前開

示書面における開示事項のうち「1．本件契約の内容（会社法第 782条第 1項及び同法第

794条第 1項）」に変更が生じたため、下記のとおり変更後の事項を記載した書面を備置い

たします。 

 

記 

 

1. 本件契約の内容（会社法第 782条第 1項及び同法第 794条第 1項） 

 別紙１（原契約）及び別紙１－２（変更契約書）のとおりです。 

以上 



⊆

‐

吸収分割契約書

東日本旅客鉄道株式会社 (以下「甲」という。)と JR東 日本不動産株式会社 (以下「乙」という。)

は、甲が本事業 (第 1条に定義される。)に関して有する権利義務を、乙に承継させる吸収分割に

関し、次の通り吸収分割契約 (以下「本契約」という。)を締結する。

第 1条 (会社分割の方法)

甲は、本契約の定めるところに従い、吸収分割(以下「本件分割」という。)の方法により、甲の不

動産の流動化及び流動化により獲得する資金の再投資(回転)を目的とした社有地の開発口分譲

等事業 (以下「本事業」という。)に関する資産、債務、契約その他の権利義務を乙に承継させ、乙

はこれを甲から承継する。

第 2条 (商号及び住所)

本件分割にかかる吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は、それぞれ次のと

おりである。

(1)吸収分割会社 (甲 )

商号 :東日本旅客鉄道株式会社

住所 :東京都渋谷区代々木二丁目2番 2号

(2)吸収分割承継会社 (乙 )

商号 :」R東日本不動産株式会社                        '
住所 :東京都新宿区新宿四丁目 1番 6号

第 3条 (承継する権利義務)

i 本件分割により、乙が甲から承継する資産、債務、契約、その他の権利義務は、別紙 1「承
継権利義務明細表」記載のとおりとする。

2.本件分割により、乙が甲から承継する債務については、免責的債務引受の方法によるものと
する。

第 4条 (本件分割に際して交付する株式及びその割当)

乙は、甲に対し、本件分割に際して、承継対象となる権利義務の対価を交付しないものとする。

第 5条 (乙の資本金及び資本準備金等の額)

乙は、本件分割により資本金及び資本準備金は増加させず、その他の準備金の額については

会社計算規則第 37条又は第 38条に従い、乙が定める。

別紙１

hiroki-gotou
ノート注釈

hiroki-gotou
テキストボックス
別紙１



第 6条 (会社分割の方法)

1.甲 は、会社法第 784条第 2項の規定により、会社法第783条第 1項が定める株主総会の承

認を得ることなく本件分割を実行する。

2 乙は、会社法第 796条第 1項の規定により、会社法第795条第 1項が定める株主総会の承
認を得ることなく本件分割を実行する。

第 7条 (分割の効力の生ずる日)

本件分割の効力の生ずる日(以下『効力発生日」という。)は、2026年 4月 1日とする。ただし、

本件分割手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議し合意のうえこれを変更することができ

'る。                                (

第 8条 (競業避止義務)'

甲は、本件分割後においても、本事業について一切競業避止義務を負わない。

第 9条 (会社財産の善管注意義務)

甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意をもつて本事業及

び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重要な影響を及ぼす行為については、あらかじ

め甲乙協議し合意のうえ、これを行う。

第 10条 (分割条件の変更及び本契約の解除)

本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲

又は乙の資産状態又は経営状態に重大な変動を生じたときその他本契約の目的の達成が困難

となったときは、甲乙協議のうえ、本件分割の条件を変更し又は本契約を解除することができる。

第 11条 (本契約の効力)

本契約は、次の各号のいずれかの場合には、その効力を失う。

(1)効力発生日の前日までに、法令に定める関係官庁の承認等が得られなかつた場合又はかか

る承認等に本件分割の実行に重大な支障をきたす条件若しくは制約等が付された場合

(2)前条に従い本契約が解除された場合

第 12条 (その他)

本契約に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協

議のうえ、決定するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書 2通を作成のうえ甲乙記名押印し、各自その 1通を保有する。



2025年 12月 2日

(甲 )

東京都渋谷区代々木二丁目 2番 2号

東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 喜勢 陽

(乙 )

東京都新宿区新宿四丁目1番 6号

JR東日本不動産株式会社

代表取締役社長 田崎



別紙 1

承継権利義務明細表

乙は、本件分割により、効力発生日における甲の本事業に属する次に記載する資産、債務、契

約その他の権利義務を甲から承継する。ただし、甲乙間で別段の合意がなされたものを除く。な

お、承継する資産、債務、契約その他の権利義務については、2025年 9月 30日現在の貸借対

照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した上で確

定するむ

1.資産
(¬ )本事業に属する流動資産

本事業に属する、現金及び預金、売掛金、未払収益、前払費用等の一切の流動資産

(2)本事業に属する固定資産

本事業に属する、有形固定資産 (別紙 2「移管対象不動産一覧表」に記載の不動産を含

む。)、 建設仮勘定、投資その他の資産等の一切の固定資産(ただし、甲が引き続き保有する

必要があるものを除く。)。

2.債務
(1)本事業に属する流動負債

本事業に属する、未払費用、前受収益等の一切の流動負債

(2)本事業に属する固定負債 _

本事業に属する、預かり保証金等の一切の固定負債

3.承継する雇用契約以外の契約
本事業に関連する契約に関する一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づいて発生したr
切の権利義務 (ただし、法令又は契約の定めにより承継できない契約及び契約上の地位又は権

利義務を除く。)

4.承継する雇用契約
本事業に従事する甲の従業員に係る雇用契約及ぴこれに付随する権莉義務は、乙に一切承継
されない。              1

5 許認可等
本事業に属する許可、認可、承認、登録及び届出等のうち、甲から乙への承継が法令上可能
であるもの(ただし、甲が引き続き保有する必要があるものを除く。)



別紙 2

移管対象不動産一覧表

本件分割で承継の対象とする不動産は以下の通りとする。

各不動産について、承継対象となる土地の地番および建物の家屋番号は以下の通りとする。

物件名称 所在 用途等

1 柏向原社宅 千葉県柏市 社宅

2 杉並寮 東京都杉並区 社員寮

3 中野口町 東京都中野区 権利床

4 大口社宅 神奈川県横浜市 社宅

5 吉祥寺北町社宅 東京都武蔵野市 社宅

6 旧国立北社宅 東京都国立市、国分寺市 旧社宅

7 東小金井駅北口前用地 東京都小金井市 開発予定地

8 上木崎社宅 埼玉県さいたま市 社宅

9 旧今泉社宅 (B、 C棟 ) 栃木県宇都宮市 旧社宅

10 高崎駅東口賃貸マンショ

ン

群馬県高崎市 マンション開発地

11 旧船橋市場町社宅 千葉県船橋市 旧社宅

12 旧津田沼2丁目社宅 千葉県習志野市 旧社宅

13 旧小中台社宅 千葉県千葉市 旧社宅

14 仙台文化町社宅 (1、 3、 5

号棟)

宮城県仙台市 社宅

15 仙台北宮城野社宅 宮城県仙台市 社宅

16 旧若葉寮 宮城県仙台市 旧社員寮

17 旧大行院寮 宮城県仙台市 旧社員寮

物件名称 地番 家屋番号

1 柏向原社宅 柏市向原町 38番地 4 38番 4の 6、 38番4のフ、38

番4の 8、 38番4の 9、 38番

4の 10、 38番 4の 11、 38

番4の 12、 38番 4の 13、 38

番4の 14、 38番4の 15

2 杉並寮 杉並区高円寺南三丁目406

番、407番 2、 411番

411番



3 中野口町 中野区中野四丁目 101番、

102番、104番

4 大口社宅 横浜市神奈川区大口通 86番

6

86番 6の 1、 86番 6の 2

5 吉祥寺北町社宅 武蔵野市吉祥寺北町―丁目

708番 7、 708番 8、 763番 2、

763番5

武蔵野市吉祥寺北町二丁目

708番 5、 708番 18、 763番

1、 763番2

(分筆予定)

北町―丁 目 708番8の 1、

708番8の 2、 708番8の 3、

708番 8の 4、 708番8の 5

北町二丁目 708番 5、 708

番5の 2、 708番5の 3、 708

番5の 4、 763番 1、 763番

1の 2、 763番 1の 3、 763

番1の 4、 763番 1の 5、 763

番1の 6、 763番 1のフ、

763番 1の 8～ 763番2の 1、

763番2の 2、 708番 18

6 旧国立北社宅 国立市北―丁目9番 2、 9番

3、 9番 4、 9番 5、 9番 6、 9番

7、 9番 8、 10番 9、 10番 10

国分寺市光町二丁目1番 3、

1番 4、 1番 5、 1番 6、 1番 7、

1番 8、 1番 9、 1番 10

国立市北―丁目9番 3、 9

番 7、 10番 10

国分寺市光町二丁目1番

3、 1番9

7 東小金井駅北日前用地 小金井市梶野町五丁目 1071

番 17、 1073番 8、 1144番

11、 1144番 12、 1145番 5、

1145番 9、 1145番 10、 1145

番 11、 1177番 14、 1192番 11

8 上木崎社宅 さいたま市浦和区上木崎三丁

目 107番 1、 224番 1、 224番

6、 225番 1、 225番 2、 227番

5、 229番、231番、232番 1

107番 1の 1、 107番 1の 2、

107番 1の 3(224番 1、 232

番1の 1、 232番 1の 2

9 旧今泉社宅 (B、 c棟 ) 宇都宮市元今泉二丁目38番

18

(分筆予定 )

38番 18の 2、 38番 18の3

10 高崎駅東口賃貸マンショ 高崎市栄町 245番 7のァ部 (建設中)



ン (分筆予定)

11 旧船橋市場町社宅 船橋市市場―丁目1974番

15、 1974番 17、 1974番 18、

1974番 19、 1974番 20、 1974

番 21、 1974番 22、 2044番

2、 2044番 3、 2028番 4、 2028

番 7、 2028番 9(2028番 10、

2028番 11

12 旧津田沼2丁目社宅 習志野市津田沼―丁目 472

番 8、 1908番 4

1908番 4の 1、 1908番 4

の 2、 1908番 4の 3、 1908

番 4の 4、 1908番 4の 5、

1908番 4の 6、 1908番 4

のフ

13 旧小中台社宅 千葉市稲毛区小仲台六丁目

953番2

(分筆予定)

953番2

14 旧仙台文化町社宅 (1、

3、 5号棟 )

仙台市若林区文化町 59番 1

(分筆予定)

67番、72番、75番

15 仙台北宮城野社宅 仙台市宮城野区宮城野三丁

目250番 1

250番 1の 4、 250番 1の 5、

250番 1の 6

16 旧若葉寮 仙台市若林区古城―丁目 56

番3

56番 3

17 旧大行院寮 仙台市宮城野区小田原二丁

目 209番2

209番 2

以上
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吸収分割契約変更契約書

東日本旅客鉄道株式会社 (以下「甲」という。)と JR東日本不動産株式会社 (以下「乙」という。)

は、甲及び乙との間で 2025年 12月 2日付で締結した吸収分割契約書(以下「原契約」という。)

を以下のとおり変更することに合意し、次の通り吸収分割契約変更契約(以下「本契約」という。)

を締結する。                 1

第 1条 (変更)

原契約のうち、以下の各号に定める各規定を、それぞれ以下のとおり変更する(変更部分は下

線で表示)。

(1)第 1条

(変更前 )

甲は、本契約の定めるところに従い、吸収分割 (以下「本件分割」という。)の方法により、甲の不

動産の流動化及び流動化により獲得する資金の再投資 (回転 )を目的とした社有地の開発日分譲

等事業 (以下「本事業」という。)に関する資産、債務、契約その他の権利義務を乙に承継させ、乙

はこれを甲から承継する。

(変更後)

甲は、本契約の定めるところに従い、吸収分割 (以下「本件分割」という。)の方法により、甲の不

動産の流動化及び流動化により獲得する資金の再投資(回転)を目的とした社有地の開発・分譲

等事業並びに賃賞等事業(以下「本事業」という。)に関する資産、債務、契約その他の権利義務を

乙に承継させ、乙はこれを甲から承継する。

(2)男 1表 2

(変更前 )

本件分割で承継の対象とする不動産は以下の通りとする。

物件名称 所在 用途等

1 柏向原社宅 千葉県柏市 社宅

2 杉並寮 東京都杉並区 社員寮

3 中野口町 東京都中野区 権利床 よ

4 大口社宅 神奈川県横浜市 社宅

5 吉祥寺北町社宅 東京都武蔵野市 社宅

6 旧国立北社宅 東京都国立市、国分寺市 旧社宅

7 東小金井駅北口前用地 東京都小金井市 開発予定地

8 土木崎社宅 埼玉県さいたま市 社宅

hiroki-gotou
ノート注釈

hiroki-gotou
テキストボックス
別紙１－２



9 旧今泉社宅 (B、 C棟 ) 栃木県宇都宮市 旧社宅

10 高崎駅東口賃貸マンショ

ン

群馬県高崎市 マンション開発地

11 旧船橋市場町社宅 千葉県船橋市 旧社宅

12 旧津田沼2丁 目社宅 千葉県習志野市 旧社宅

13 旧小中台社宅 千葉県千葉市 旧社宅

仙台文化町社宅 (1、 3、 5

号棟 )

宮城県仙台市 社宅

15 仙台北宮城野社宅 宮城県仙台市 社宅

16 旧若葉寮 宮城県仙台市 旧社員寮

17 旧大行院寮 宮城県仙台市 旧社員寮

各不動産について、承継対象となる土地の地番および建物の家屋番号は以下の通りとする。

物件名称 地番 家屋番号

1 柏向原社宅 柏市向原町 38番地 4 38番 4の 6、 38番 4の 7、 38

番4の B、 38番 4の 9、 38番

4の 10、 38番 4の 11、 38

番4の 12、 38番 4の 13、 38

番4の 14、 38番 4の 15

2 杉並寮 杉並区高円寺南三丁目 406

番、407番 2、 411番

411番

3 中野口町 中野区中野四丁目 101番、

102番

4 大口社宅 横浜市神奈川区大口通 86番

6

86番 6の 1、 86番 6の 2

5 吉祥寺北町社宅 武蔵野市吉祥寺北町〒丁目

708番 7、 708番 8、 763番 2、

763番 5

武蔵野市吉祥寺北町二丁目

708番 5、 708番 18、 763番

1、 763番2

(分筆予定)

北町―丁目 708番8の 1、

708番8の 2、 708番8の 3、

708番 8の 4、 708番8の 5

北町二丁目 708番 5、 708

番5の 2、 708番5の 3、 708

番5の 4、 763番 1、 763番

1の 2、 763番 1の 3、 763

番 1の 4、 763番 1の 5、 763

|



番1の 6、 763番 1のフ、

763番 1の 8、 763番2の 1、

763番2の 2、 708番 18

6 旧国立北社宅 国立市北―丁目9番 2、 9番

3、 9番 4、 9番 5、 9番 6、 9番

7、 9番 8、 10番 9、 10番 10

国分寺市光町二丁目1番 3、

1番 4～ 1番 5、 1番 6、 1番フ、

1番 8、 1番 9、 1番 10

国立市北―丁目9番 3、 9

番 7、 10番 10

国分寺市光町二丁目1番

3、 1番9

7 東小金井駅北日前用地 小金井市梶野町五丁目 1071

番 17、 1073番 8、 1144番

11、 1144番 12、 1145番 5、

1145番 9、 1145番 10、 1145

番 11、 1177番 14、 1192番 11

8 上木崎社宅 さいたま市浦和区上木崎三丁

目 107番 1、 224番 1、 224番

6、 225番 1、 225番 2、 227番

5、 229番、231番、232番 1

107番 1の 1、 107番 1の 2、

107番 1の 3、 224番 1、 232

番1の 1、 232番 1の 2

旧今泉社宅 (B、 C棟 ) 宇都宮市元今泉二丁目 38番

18

(分筆予定 )

38番 18の 2、 38番 18の 3

10 高崎駅東口賃貸マンショ

ン

高崎市栄町 245番フの一部

(分筆予定)

(建設中)

11 旧船橋市場町社宅 船橋市市場―丁目 1974番

15、 1974番 17、 1974番 18、

1974番 19、 1974番 20、 1974

番 21、 1974番 22、 2044番

2、 2044番 3、 2028番 4、 2028

番フ、2028番 9、 2028番 10、

2028番 11

12 旧津田沼2丁目社宅 習志野市津田沼―丁目472

番 8、 1908番 4

1908番 4の 1、 1908番 4

の 2、 1908番 4の 3、 1908

番 4の 4、 1908番 4の 5、

1908番 4の 6、 1908番 4

のフ

13 旧小中台社宅 千葉市稲毛区小仲台六丁目 953番2



953番2

(分筆予定)

14 旧仙台文化町社宅 (1、

3、 5号棟 )

仙台市若林区文化町 59番 1

(分筆予定 )

67番、72番、75番

15 仙台北宮城野社宅 仙台市宮城野区宮城野三丁

目250番 1

250番 1の 4、 250番 1の 5、

250番¶の6

16 旧若葉寮 仙台市若林区古城―丁目 56

番3

56番 3

17 旧大行院寮 仙台市宮城野区小田原一丁

目 209番2

209番 2

(変更後)

本件分割で承継の対象とする不動産は以下の通りとする。

物件名称 所在 用途等

1 柏向原社宅 千葉県柏市 社宅

2 杉並寮 東京都杉並区 社員寮

3 中野囲町 東京都中野区 権利床

4 大口社宅 神奈川県横浜市 社宅

5 吉祥寺北町社宅 東京都武蔵野市 社宅

6 旧国立北社宅 東京都国立市、国分寺市 旧社宅

7 東小金井駅北日前用地 東京都小金井市 開発予定地

8 上木崎社宅 埼玉県さいたま市 社宅

9 旧今泉社宅 (B、 C棟 ) 栃木県宇都宮市 旧社宅

10 高崎駅東口賃貸マンシヨ

ン

群馬県高崎市 マンション開発地

11 旧船橋市場町社宅 千葉県船橋市 旧社宅

12 旧津田沼2丁 目社宅 千葉県習志野市 旧社宅

13 旧小中台社宅 千葉県千葉市 旧社宅

14 仙台文化町社宅 (1、 3、 5

号棟 )

宮城県仙台市 社宅

15 仙台北宮城野社宅 宮城県仙台市 社宅

16 旧若葉寮 宮城県仙台市 旧社員寮

17 旧大行院寮 宮城県仙台市 旧社員寮

18 東京ビルデイング 東京都千代田区 賃貸等不動産

19 JPタワー 東京 代田区 賃貸等不動産



各不動産について、承継対象となる土地の地番および建物の家屋番号は以下の通りとする。

物件名称 地番 家屋番号

1 柏向原社宅 柏市向原町 38番地 4 38番 4の 1、 38番 4の 2、 38

番4の 3、 38番4の 4、 38番

4の 5、 38番4の 6、 38番4

のフ、38番 4の 8、 38番 4の

9、 38番4の 10

2 杉並寮 杉並区高円寺南三丁目406

番、407番 2、 411番

411番

3 中野田町 中野区中野四丁目 101番、

102番、104番

4 大口社宅 横浜市神奈川区大口通 86番

6

86番 6の 1、 86番 6の 2

5 吉祥寺北町社宅 武蔵野市吉祥寺北町―丁目

708番 7、 708番 8、 763番 2、

763番5

武蔵野市吉祥寺北町二丁目

708番 5、 708番 18、 763番

1、 763番2

(分筆予定)

北町T丁 目 708番8の 1、

708番8の 2、 708番8の 3、

708番 8の 4、 708番8の 5

北町二丁目 708番 5、 708

番5の 2、 708番5の 3、 708

番5の 4、 763番 1、 763番

1の 2、 763番 1の 3、 763

番1の 4、 763番 1の 5、 763

番1の 6、 763番 1の 7、

'63番

1の 8～ 763番2の 1、

763番2の 2、 708番 18

6 旧国立北社宅 国立市北―丁目9番 2、 9番

3、 9番 4、 9番 5、 9番 6、 9番

フ、9番 8、 10番 9、 10番 10

国分寺市光町二丁目1番 3、

1番4、 1番 5、 1番 6、 1番 7、

1番 8、 ¬番 9、 1番 10

国立市北―丁目9番 3、 9

番 7、 10番 10

国分寺市光町二丁目1番

3、 1番9

※国分寺市が課税を行うた

め家屋番号である

7 東小金井駅北口前用地 小金井市梶野町五丁目 1071

番 17、 1073番 8、 1144番



11、 1144番 12、 1145番 5、

1145番 9、 1145番 10、 1145

番 11、 1177番 14、 刊192番 11

8 上木崎社宅 さいたま市浦和区上木崎三丁

目 107番 1、 224番 1、 224番

6、 225番 1.225番 2、 227番

5、 229番、231番、232番 1

107番 1の 1、 107番 1の 2t

107番 1の 3、 224番 1、 232

番 1の 1、 232番 1の2

9 旧今泉社宅 (B、 C棟 ) 宇都宮市元今泉二丁目38番

19

(分筆登記手続中)

38番 18の 2、 38番 13の 3

10 高崎駅東口賃貸マンショ

ン

高崎市栄町 245番2の一部、

245番7の一部

(分筆予定)

(建設中)

11 旧船橋市場町社宅 船橋市市場―丁目 1974番

15、 1974番 17、 1974番 18、

1974番 19、 1974番 20、 1974

番 21、 1974番 22、 2028番

4、 2028番 9、 2028番 10、

2028番 11、 2044番 2、 2044

番 3、 2044番 7、 2044番 11、

2044番 12

12 旧津田沼2丁目社宅 習志野市津田沼―丁目 472

番 8、 1908番 4

1908番 4の 1ゞ 1908番 4

の 2、 1908番 4の 3、 1908

番 4の 4、 1908番 4の 5、

1908番 4の 6、 1908番 4

の7

13 旧小中台社宅 千葉市稲毛区小伸台六丁目

953番2

(分筆予定)

953番 2

14 旧仙台文化町社宅 (1～

3、 5号棟)

仙台市若林区文化町 59番 6 67番、72番、75番

15 仙台北宮城野社宅 仙台市富城野区宮城野三丁

目 250番 1

250番 1の 4、 250番 1の 5、

250番 1の 6

16 旧若葉寮 仙台市若林区吉城―丁目 56

番3

56番 3

17 十日大行院寮 仙台市宮城野区小日原―T 209番 2

ヽ

下
，
　

一ド
　
ザ
，



ヽ
．．
「イ
デ
イ・

目 209番2

18 東京ビルディング 千代 田区丸の内二丁目 3番

２

一

3番2の 1、 3番2の 3、 3番

2の 4、 3番2の 5

‐９

一
JPタワー

１
一

3番 1の 2、 3番 1の 3、 3番

1の 4、 3番 1の 5、 3番lQ
6、 3番 1のフ、3番 1の 8、 3

番1の 9、 3番 1の 10、 3番

1の 11、 3番 の 12、 3番 1

の 13、 3番 1の 14、 3番 1の

15、 3番 1の 16、 3番 lQ
17、 3番 1の 18、 3番 1の

19、 3番 1の 20、 3番 1の

21こ 3番 1の 22へ 3番 1の

23、 3番 1の 24、 3番 1の

25、 3番 1の 26_3番 1の

27、 3番 1の 28、 3番 1の

29、 3番 1の 30、 3番 1の

31、 3番¬の 32、 3番 1の

33、 3番 1の 34、 3番 1の

35、 3番 1の 36、 3番 1の

37、 3番 1の 38ヽ 3番 1の 39

第 2条 (原契約の適用)                       I
l 本契約において使用される用語は、本合意書に別途規定がない限り、原契約において定義

される用語と同じ意味を有するものとする。

2 本契約に定める事項を除き、原契約は何ら変更さみるものではなく、原契約の各規定が引き
続きその効力を有するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書2通を作成のうえ甲乙記名押印し、各自その1通を保有する。

2026年 2月 10日

(甲 )

東京都渋谷区代々木二丁目2番 2号

東日本旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 喜■勢



(乙 )

東京都新宿区新宿四丁目 1番 6号

」R東日本不動産株式会社

代表取締役社長 田崎 政


